
令和３年８月の記録的大雨により倒壊し又は取壊した建物の滅失登記のお知らせ

令和３年８月の記録的大雨により被災されました皆様に，心からお見舞いを申し

上げます。

法務局におきましては，不動産の表示及び不動産に関する権利を公示することに

より，国民の皆様の権利の保全を図るとともに，取引の安全と円滑に資することを

目的として，不動産登記に係る業務を行っています。

今般の記録的大雨により建物が倒壊し又は取壊したことにより滅失した場合は，

その登記を管轄登記所に申請していただくこととなります。

詳しくは，最寄りの登記所にご相談ください。

佐賀地方法務局登記部門 電話 ０９５２－２６－２１８４

佐賀地方法務局武雄支局 電話 ０９５４－２２－２７７９

佐賀地方法務局伊万里支局 電話 ０９５５－２３－２８８５

佐賀地方法務局唐津支局 電話 ０９５５－７４－１４４２

佐賀地方法務局鳥栖出張所 電話 ０９４２－８２－２４９７




